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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　聴覚障害の治療において使用するための医薬の製造における、治療用ペイロードを含む
超粒子の使用であって、前記治療用ペイロードが、神経栄養因子である、使用。
【請求項２】
　前記神経栄養因子を、脳由来神経栄養因子（ＢＤＮＦ）、神経成長因子、ニューロトロ
フィン－３、ニューロトロフィン－４、毛様体神経栄養因子（ＣＮＴＦ）、グリア細胞由
来神経栄養因子（ＧＤＮＦ）、及び、ＩＬ－１１からなる群から選択する、請求項１に記
載の使用。
【請求項３】
　前記治療用ペイロードが、ニューロトロフィンである、請求項１または２に記載の使用
。
【請求項４】
　前記ニューロトロフィンが、ＢＤＮＦ、または、ニューロトロフィン－３である、請求
項３に記載の使用。
【請求項５】
　前記超粒子が、１．５μｇ～１５μｇのニューロトロフィンを含む、請求項３または４
に記載の使用。
【請求項６】
　前記超粒子が、少なくとも２つ、少なくとも３つ、少なくとも４つ、又は少なくとも５
つの異なる治療用ペイロードを含む、請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　前記超粒子が、ＢＤＮＦと、ニューロトロフィン－３、ニューロトロフィン－４、ＣＮ
ＴＦ、及び、ＧＤＮＦからなる群から選択する治療用ペイロードとを含む、請求項６に記
載の使用。
【請求項８】
　前記超粒子が、ＢＤＮＦ及びステロイド、または、抗生物質を含む、請求項６または７
に記載の使用。
【請求項９】
　前記ステロイドが、デキサメタゾンである、請求項８に記載の使用。
【請求項１０】
　前記超粒子が、少なくとも２つの治療用ペイロードを含み、前記治療用ペイロードの１
つが、神経栄養ペプチドである、請求項６に記載の使用。
【請求項１１】
　前記聴覚障害が、難聴であり、前記難聴が、騒音誘発性難聴または、感音性難聴（ＳＮ
ＨＬ）を特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１２】
　前記超粒子が、対象の中耳腔に投与されるものである、請求項１～１１のいずれか１項
に記載の使用。
【請求項１３】
　前記超粒子が、前記対象の正円窓または卵円窓に投与されるものである、請求項１２に
記載の使用。
【請求項１４】
　前記超粒子が、前記対象の蝸牛へ移植して投与されるものである、請求項１～１３のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項１５】
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　少なくとも２つ、少なくとも３つ、少なくとも４つ、少なくとも５つ、少なくとも１０
個、または少なくとも２０個の超粒子が、前記対象の耳に投与されるものである、請求項
１～１４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１６】
　前記超粒子が、異なるペイロードを有する、請求項１５に記載の使用。
【請求項１７】
　治療が、人工蝸牛を移植することをさらに含む、請求項１～１６のいずれか１項に記載
の使用。
【請求項１８】
　前記超粒子が、少なくとも約２００～８００μｍの大きさである、請求項１～１７のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項１９】
　前記聴覚障害を、難聴、耳鳴り、メニエール病、細菌性耳感染症、ウイルス性耳感染症
、聴覚過敏、及び、内リンパ水腫からなる群から選択する、請求項１～１８のいずれか１
項に記載の使用。
【請求項２０】
　前記難聴を、部分的、及び、進行性、重度、または、最重度に分類する、請求項１９に
記載の使用。
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